
 

２００４（平成１６）年１２月１０日 

石巻市監査委員 殿 

 

石巻市長措置請求書 

 

     〒986-0833 宮城県石巻市日和が丘四丁目７番６号 

請 求 人  半   沢      明 

職業：無職         

ＴＥＬ ０２２５－９５－５３７４ 

         〒986-0833 宮城県石巻市日和が丘三丁目４番３号 

請 求 人    楳 林   由  美  子               

職業：無職         

ＴＥＬ ０２２５－９６－５７４４ 

 

        〒986-0832 宮城県石巻市泉町４丁目１番２０号 

                   庄 司 法 律 事 務 所                 

             上記請求人代理人 

     弁護士    庄   司    捷   彦                 

電 話 ０２２５－９６－５１３１ 

ＦＡＸ ０２２５－９４－０４７４ 

        〒980-0804 仙台市青葉区大町１丁目１番１０号 

                        第二青葉ビル 6 階 

                   佐 久 間 敬 子 法 律 事 務 所                 

               同 弁護士    佐  久  間   敬  子 

電 話 ０２２－２６７－２２８８ 

ＦＡＸ ０２２－２２５－５７０４ 

  （送達場所）〒980-0811 仙台市青葉区一番町２丁目１１番１２号 

                       プレジデント一番町３０６号 

                   十 河 法 律 事 務 所                 

               同  弁護士    十   河       弘                 

電 話 ０２２－２１２－１６０３ 

ＦＡＸ ０２２－２１２－１６０５ 

 

第１ 請求の趣旨 
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  石巻市長に対し，自衛隊の「イラク人道復興支援の派遣要員壮行会」のために

なされた違憲違法な支出により石巻市が被った損害につき，石巻市長の職にあっ

た土井喜美夫及び自衛隊（国）に対して壮行会会費相当額の損害賠償請求（又は

不当利得返還請求）をするなどの損害を填補するための必要な措置を講ずるよう

勧告することを求める。 

 

第２ 請求の原因 

 

 １ 壮行会への参加と公費負担 

 

   自衛隊（国）は，下記要領で「イラク人道復興支援の派遣要員壮行会」をそ

れぞれ行い，石巻市長土井喜美夫はこれに代理人を出席させ，その参加費を石

巻市の公費から支出した。 

   （１）日時：平成１６年４月７日（水）午後５時３０分から午後７時 

      場所：航空自衛隊松島基地内 隊員クラブ 

      会費：１人３０００円 

   （２）日時：平成１６年６月７日（月）午後５時３０分から午後７時 

      場所：航空自衛隊松島基地内 隊員クラブ 

      会費：１人３０００円 

 

 ２ 壮行会開催そのものの違法性と違法な公金支出 

 

 しかし，イラク人道復興支援と銘打った自衛隊の海外派遣そのものが違憲で

あるため（詳細は，別紙「イラク人道復興支援の違憲性」記載のとおり），違

憲な派遣のための上記各壮行会は開催そのものが違法である。すなわち，違憲

な海外派遣を鼓舞するための壮行会は，いわば違憲状態の継続を幇助・助長す

るものであり，開催自体が許されない。よって，そのような壮行会において会

費を集めること及び会費を公費から支出することのいずれもが違法である。 
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 ３ 自衛隊（国）の責任 

  

 このような違法な各壮行会を主催した自衛隊（国）は石巻市長に出席を働き

かけて違法な会費を石巻市に負担させ，会費相当額の損害を与えたのであるか

ら，不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 

 仮に，不法行為でないとしても，違憲違法な壮行会であるから，会費の支出

は法律上の原因に基づかないものであり，自衛隊（国）は石巻市に対し，不当

利得返還責任を負う。 

 

 ４ 石巻市長土井喜美夫の責任 

 

 違法な各壮行会にもかかわらず，石巻市長土井喜美夫は故意又は過失によっ

てこれらに出席して各会費を負担することを決め，市職員を代理出席させた上

で各会費を公費から支出させた。これによって，石巻市は会費相当額の損害を

被った。よって，石巻市長土井喜美夫は，不法行為に基づく損害賠償責任を負

う。 

 仮に，不法行為でないとしても，違憲違法な壮行会であるから，会費の支出

は法律上の原因に基づかないものであり，石巻市長土井喜美夫は石巻市に対し，

不当利得返還責任を負う。 

 

 ５ 結論 

 

 よって，石巻市は国及び石巻市長土井喜美夫に対し，各会費相当額の損害賠

償もしくは不当利得返還を求めるべきであるが，現在石巻市はこれを怠ってい

る。 

   そこで，地方自治法２４２条１項に基づき，石巻市長に対し，自衛隊の「イ

ラク人道復興支援の派遣要員壮行会」のためになされた違憲違法な支出により

石巻市が被った損害につき，石巻市長の職にあった土井喜美夫及び自衛隊（国）

に対して壮行会会費相当額の損害賠償請求（又は不当利得返還請求）をするな

どの損害を填補するための必要な措置を講ずるよう勧告することを求め，別添
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の事実証明書を添えて本請求に及ぶ次第である。 

                                  

第３ 監査請求の審理に関する意見 

 

 本件支出の違法性を判断するためには，「イラク人道復興支援」のための自衛

隊海外派遣が違憲かどうかという点の判断が不可欠である。監査委員におかれて

は，この点の判断を回避することなく正面からこれを検討し，明確な判断を示さ

れたい。 

 

第４ 事実証明書 

 

 １ 事実証明書１  市長への案内状（平成１６年４月吉日付）   （写し） 

  ２ 事実証明書２  「イラク人道復興支援派遣要員壮行会」概要  （写し） 

 ３ 事実証明書３  支出証明書（平成１６年４月７日付）     （写し） 

 ４ 事実証明書４  領収書（平成１６年４月７日付）       （写し） 

 ５ 事実証明書５  ４月７日（水）行事予定           （写し） 

 ６ 事実証明書６  市長への案内状（平成１６年５月吉日付）   （写し） 

  ７ 事実証明書７  出欠回答書                 （写し） 

 ８ 事実証明書８  支出証明書（平成１６年６月４日付）     （写し） 

 ９ 事実証明書９  領収書（平成１６年６月４日付）       （写し） 

１０ 事実証明書１０ ６月７日（月）行事予定           （写し） 
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